
１　意見募集期間
　令和4年2月10日から令和4年3月11日まで（30日間）　

２　意見提出者・件数
　提出者数　１人
　意見件数　５件

３　意見と市の考え方
　反映区分
　　Ａ：意見を反映し、案を修正する（した）
　　Ｂ：すでに案で対応している
　　Ｃ：案の修正はしないが、実施段階で参考としていく
　　Ｄ：意見を反映できなかった（しない）
　　Ｅ：その他

パブリックコメントの意見と対応
意見
番号

箇所 ご意見の趣旨 八潮市の回答
反映の
区分

1

Ｐ７
（３）施設種類ごと
の更新・統廃合に
関する取組内容

勤労青少年ホー
ム・勤労者体育セ
ンター

当施設が立地する潮止地区及びつくばエク
スプレス線南側地区には図書館が設置され
ておらず、遠方の八幡図書館を利用する必
要があります。また、駅前出張所に図書館の
一部図書を置いていますが図書館としての
十分な機能が果たせているとは思えません。
そのため勤労青少年ホームリノベーションを
行うにあたって図書館の設置の検討をお願
いいたします。

　施設の大規模改修につきましては、現状、
ニーズ把握、課題を整理し、廃止・転用等の
考え方を含めた改修方針を定めたうえで、リ
ニューアルに関する計画を策定します。その
際は、諸室の稼働率や使われ方の特徴を検
証するだけでなく、利用者からの意見を取り
入れ、近接の公共施設や、類似施設の使わ
れ方も考慮し、市民ニーズに応じた機能を効
率的に配置するなど、大規模改修の時期を
捉えて機能の効率化も併せて検討することと
しています。
　勤労青少年ホーム・勤労者体育センターの
リノベーションや大規模改修の際に、ご意見
を参考にさせていただきます。

Ｃ

2

Ｐ７
（３）施設種類ごと
の更新・統廃合に
関する取組内容

文化スポーツセン
ター

Ｐ１０
（５）ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄの見直し
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ②：文化
スポーツセンター
再整備・質向上プ
ロジェクト

「鶴ケ曽根体育館（エイトアリーナ）との連携
を検討します。」となっており、仮にエイトア
リーナ方面への移転を行う場合、文化スポー
ツセンター周辺に小中学校以外の建物を有
する大規模人数を収容できる屋内利用が可
能な公共施設が無くなります。災害による避
難など市民を収容させなければならない事
態が発生した場合、対応する施設が無い状
態となります。
なお、小中学校は授業支障を来すため長期
間の使用ができないと思います。
そのため、文化スポーツセンターをエイトア
リーナ方面への移転を行う場合、代替の屋
内利用が可能な公共施設を設置するべきと
思います。

　文化スポーツセンターは避難所の指定が解
除されています。
　文化スポーツセンターの跡地活用につきま
しては、「八潮市市有地活用基本方針」に基
づき、地域の意向、特性を踏まえた活用、民
間での活用を基本的な考えの一つとして調
査・検討を重ね、活用法を決定することとして
おります。
　文化スポーツセンターの跡地活用の際に、
ご意見を参考にさせていただきます。

Ｃ

3

Ｐ９
（３）施設種類ごと
の更新・統廃合に
関する取組内容

消防施設

草加八潮消防組合が出した「（仮称）八潮消
防署南分署建設基本計画」では令和10年度
中の開署を目標とされていますが、旧八潮市
消防本部の大瀬出張所が廃止されて早10年
経過しています。その間八潮市南部地域の
人口が増加している上、救急車や消防車の
南部地域の現場到着まで管轄内の他地区よ
り時間を要している異常な状態が続いていま
す。このような状況を一刻も解消すべく、分
署開署までの間、南部地域の市の空き用地
を活用し暫定消防施設を設置するべきと思
います。

　（仮称）八潮消防署南分署建設基本計画の
パブリックコメントに寄せられました同様の意
見に対し、「仮設庁舎（暫定消防施設）を検討
する場合についても、本設の建物と同様の手
順を踏む必要があることから、早期の設置は
考えられないため、スケジュールに沿って整
備を着実に進めたい」と回答しております。
このため、暫定消防施設の設置は行いませ
ん。

Ｄ

八潮市公共施設マネジメントアクションプラン【見直し版】（素案）のパブリックコメント実施結果と対応について

1



意見
番号

箇所 ご意見の趣旨 八潮市の回答
反映の
区分

4

Ｐ１０
（４）機能停止・解
体した施設、新設
が必要な施設

機能を休止・廃止
した（する）施設

一定の規模の敷地を有する場所について
は、市内で宅地化が進み広い規模の敷地の
確保が難しくなっているため、基本的に非常
時に活用できるよう暫定的な公園や駐車場
または民間への貸与とするべきと思います。
なお、規模の小さい敷地（戸建て住宅程度）
については売却で良いと思います。

　「八潮市市有地活用基本方針」では、未利
用市有地・跡地について、地域の意向、特性
を踏まえた活用、民間での活用を基本的な
考えの一つとしており、活用が見いだせな
かった場合は、貸付又は売却を検討すること
としています。その検討には、庁内・地域にお
ける活用ニーズを把握しながら手続きを進め
ることとしております。
　このことから、いただいたご意見について
は、取組内容にその意図が盛り込まれてい
ます。

Ｂ

5

Ｐ１０
（４）機能停止・解
体した施設、新設
が必要な施設

新設が必要な施
設

当市は火葬場（斎場）を立地または設置して
おらず、または火葬場を設置している自治体
等に運営委託をしていません。近年平常時
から火葬場の順番待ちが発生している傾向
がある上、利用する場合の料金に差が生じ
ています。今後、今以上に需要が増えるた
め、市内に設置する必要があると思います。

　市の方針等により、新たな行政需要が生じ
た場合に、施設の新設について検討します。
　当該施設の設置について検討が必要となっ
た際に、ご意見を参考とさせていただきます。 Ｃ

2


